
この井戸は。災害時において、飲み水以外の生活用
水として利用できます（雑菌が多く含まれ、かつ硝酸・
亜硝酸イオン濃度が高いため飲用には適さないた
め）。

鉄道・運輸機構鉄道建設パンフレットより

北海道新幹線ルート
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富山大橋の工事

富山市の再開発と土壌汚染問題

土地の形質変更は道路工事でも行われている



土壌汚染状況調査で，有害物質の含有量か溶出量が基準
を超過した場合

区域の指定

土壌汚染の届出義務はない
が，都道府県知事に区域の
指定の申請は可能

人の健康に係る被害が生じ，または
生ずるおそれがあるものとして政令
で定める基準に該当しない

人の健康に係る被害が生じ，または
生ずるおそれがあるものとして政令
で定める基準に該当する

有害物質の摂取経路
が遮断されれば

汚染の除去が行われた場合には，指定を解除

有害物質使用特定
施設の使用の廃止
をする土地

3,000平米以上の面積の

形質変更（土壌の掘削な
ど）の届出をする土地

土壌汚染により健康被害
が生じるおそれがあると都
道府県知事が認めた土地

民間の土地取引のための
自主的な土壌汚染調査が
実施され，有害物質の含有
量か溶出量が基準を超過
した場合

土壌含有量基準に適合せず土壌を直接摂
取するリスクがある，あるいは土壌溶出量
基準に適合せず地下水経由のリスクがある

土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にあるが，地下
水汚染が拡大するおそれがある区域内に飲用井戸が
存在せず，上水道の敷設や利水地点における対策等
浄化のための適切な措置が講じられている場合

要措置区域 形質変更時要届区域

都道府県知事が判断

都道府県知事が土壌
汚染状況調査命令を
出した場合

土壌汚染状況
調査が必要な
ければ法の対
象外

過去に使用された
有害物質がすべ
て調査対象



工事で発生した建設残土から環境基準を超えたヒ素が溶出

環境省は平成24年8月28日に「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラ
イン改訂第二版」を公表した。このガイドラインの“Appendix‐1.特定有害物質を含む地下

水が到達し得る「一定範囲」の考え方”では、汚染土壌から地下水に拡散した砒素汚染は
大で250～400ｍ程度到達するとされている。



岐阜県神岡鉱山

汚染田は、玄米中のカドミウム濃度
（食品衛生法の基準は０．４ｐｐｍ以
下）が１ｐｐｍ以上の汚染米ができる
１号地、１ｐｐｍ以上になる恐れが著
しい２号地、さらに０．４〜１ｐｐｍの
米ができる３号地に分かれる。１号
地は作付けできないが、２、３号地は
国が工業用のりの原料として買い上
げている。

１、２号地は１５００ヘクタールあり、農
用地土壌汚染防止法に基づいて、農用
地土壌汚染対策地域に指定。富山県
は独自に３号地（１８５ヘクタール）を産
米流通対策地域にして流通を規制した。





復元工事は１９７９年度から始まり、指定地約
１６８６ヘクタールのうち復元されたのは８６３
ヘクタール。住民が自主復元した１２０ヘク
タールとで計９８３ヘクタールになる。残りは農
地転用され、宅地のほか富山空港、県総合運
動公園、富山産業展示館などの公共施設、
ショッピングセンターになった。農家が復元を
希望しなかった土地など３０ヘクタールはまだ
ら状に点在している。復元により玄米のカドミ
ウム濃度は０．９９ｐｐｍから０．０８ｐｐｍに低
下。２００９年までに復元農地の９１．５％が汚
染地域の指定を解除された。

商業施設 健康パーク、イタイタイ病資料館

富山空港 植物園



産業技術総合研究所出版 “表層土壌評価基本図 ～富山地域～ (2012)”
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表層土壌評価基本図～富山県地域
～では、富山県全域（4,248km2）で
264個の土壌試料を採取し（16km2毎
に1試料）、卓上型蛍光Ｘ線分析装置
で亜鉛含有量をマッピング

亜鉛濃度が高い神通川流域

土壌中の有害物質が地下水に移行した場合，溶出量基準を超過した地下水を
毎日2Ｌ，７０年間，飲み続けると健康リスクが増加.

6時間の溶出量試験で0.01mg/L以上の砒素や鉛（1kgの土壌に対して
0.1mg）が溶出すると，７０年間では相当量が地下水へ移行しなくてはならず，
途中で土壌中の砒素や鉛が消費されてしまう可能性がある．

溶出量試験の結果から地下水摂取リスクを評価する場合には，土壌中
のすべての形態の砒素や鉛量を把握する必要がある．

蛍光Ｘ線分析法で土壌中の砒素や鉛の全含有量を把握



分析方法をJIS規格化することにより，蛍光Ｘ線分析法による
環境分析を普及させることが可能となった．

さらに，JISＫ0470をISO/DIS 13196に

Soil quality—Screening soils for selected elements by 
energy‐dispersive X‐ray fluorescence spectrometry 
using a handheld and portable instrument

神通川流域の公園土壌を対象に、ハンドヘルド蛍光X線

分析計を用いて１地点を５分間で１地点の割合でスク
リーニング分析を実施

現場で得られる分析結果



土壌表面

ファンダメンタルパラメータ
法でスクリーニング分析

検量線法で精密分析

0.01%以上の亜鉛が
含まれる土壌試料を
採取

乾燥・粉砕

環境基準の値は、国内外における 新の科学的知見に基づいて設

定しており、排水基準の値は、こうした科学的知見を踏まえ、水質汚

濁に関する環境基準の維持・達成、水質汚濁の防止、ひいては国民

の健康を保護するために必要な水準として設定されるものです。

カドミウムについては、平成23年10月に、公共用水域の水質汚濁に

係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係

る環境基準の基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更されました。

今般の省令の改正は、これを受けて、新たな環境基準の維持・達

成が図られることを前提とし、カドミウム及びその化合物の排水基準

及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するものです。

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」
の公布について（お知らせ）



広島県のＨＰ

項目 溶出量基準 含有量基準

カドミウム 0.01mg/l以下 150mg/kg以下

全シアン 検出されないこと 遊離シアン50mg/kg以下

鉛 0.01mg/l以下 150mg/kg以下

六価クロム 0.05mg/l以下 250mg/kg以下

砒素 0.01mg/l以下 150mg/kg以下

総水銀 0.0005mg/l以下 15mg/kg以下

アルキル水銀 検出されないこと なし

セレン 0.01mg/l以下 150mg/kg以下

ふっ素 0.8mg/l以下 4,000mg/kg以下

ほう素 1mg/l以下 4,000mg/kg以下

第二種特定有害物質（重金属等）の土壌溶出量基準・含有量基準

溶出量基準は土壌中の有害物質が地下水に移行し，地下水飲用で健康を害
することを阻止ために規定した，水に対する有害物質の溶出量の基準．

含有量基準は土壌中の有害物質を経口摂取して健康を害することを阻止するた
めに規定した，1Ｍ塩酸などに対する有害物質溶出量の基準（全量値ではない）．

土壌中に含まれる有害物質により，人の健康が害されるのを防ぐことを目的とする．

土壌汚染対策法



項目 地下水 (mg/L) 土壌溶出量 (mg/L) 土壌含有量 (mg/kg)

カドミウム 0.003 0.01 150

全シアン 検出されないこと 検出されないこと 50

鉛 0.01 0.01 150

六価クロム 0.05 0.05 250

砒素 0.01 0.01 150

総水銀 0.00005 0.00005 15

セレン 0.01 0.01 150

ふっ素 0.8 0.8 4000

ほう素 1 1 4000

地下水の水質汚濁に係る環境基準と、土壌汚染対策法
に基づく溶出量基準・含有量基準の比較




